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お問い合わせ／建設部　土木課　計画係　☎ 945－4415（内線 302） 

　平成 24 年 4 月より、「子ども手当」は「児童手当」へ名称が変わりました。手当額については、平成 24 年 3 月までと
同じです。また、6 月には「現況届」の提出が必要となります。所得制限により、6 月分（10 月振込予定）から手当額が
変更になる場合があります。

「現況届」について
1.　受付期間：平成 24 年 6 月の第 3 週を予定しています。詳しくは広報にしはら 6 月号でお知らせします。
　  ９：００～１1：3 ０、１３：3 ０～１７：００　（ただし土曜・日曜を除く）
2.   受付場所：西原町役場　第５庁舎会議室
3.   持参するもの：
     ・現況届通知書（受付期間前に送付予定）
     ・受給者の印鑑（シャチハタ印では受付できません）
     ・厚生年金等加入の方は、受給者の保険証の写し
4.   その他必要書類：
    ・養育している１８歳未満の児童が町外に住んでいる場合、その児童の本籍と続柄の記載のある住民票（特別）謄本（1 通）。
    ・平成 24 年１月２日以降に西原町に転入した方は前住市町村で発行された『平成 24 年度児童手当用所得証明書』。
    ・外国人登録証がある方（受給者と子）は登録証。

お問い合わせ　福祉部福祉課　子育て支援係　☎９４５－５３１１（内１２７）

「子ども手当」は「児童手当」へ名称が変わりました「子ども手当」は「児童手当」へ名称が変わりました

西原町指定給水装置工事事業者

　　

　今年は「ユンジチ」にあたるため、墓の建築を考えている方も多いでしょう。
　墓地（墓）の設置には「墓地、埋葬等に関する法律」により県知事の許可が必要です。
　町では墓地の散在化、墓地の無縁化を防ぎ有効な土地利用や景観等に支障をきたすことがないよう事前調整を
お願いしています。町民のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

お問い合わせ　総務部町民生活課（環境保全係）☎945-5018
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南部福祉保健所（西原町管轄）☎889-6799　　

墓地等の設置は事前に許可をとりましょう！

　家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）はできるだけ長く使用し、使い終わっ
たら適正にリサイクルしましょう。不適切な出し方をすると、深刻な環境汚染を引き起こすおそれがあります。
豊かな自然と人々の生活を守るために、下記の点にご留意願います。
　1.　家電４品目を捨てる時は、不用品回収業者に依頼しないでください。
　2.　使い終わった家電４品目は、家電リサイクル券を購入して適切にリサイクルしま
　　　しょう。（資源として再生利用）※家電販売店など
　3.　まだ新しく十分使える家電製品は、信用できるリユースショップに買い取っても
　　　らいましょう。（中古で再使用）　※古物商許可要
　　　※廃棄物の取扱には市町村の許可証、中古の場合は古物商許可が必要になります。
　　　※通常の廃棄物も許可なく収集することはできません。ご注意ください。
　　環境汚染と不法投棄防止に町民のみなさんのご協力よろしくお願いします。

お問い合わせ　総務部町民生活課（環境保全係）☎ 945-5018

家電を捨てる際は不用品回収業者に依頼しないで！
～あなたの安易な行動が環境汚染につながっています～

リユースショップ

平成 23年度情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況について
Ⅰ．情報公開制度の運用状況
　（１）公開請求は 22 件で内訳は表１のとおりです。
　（２）分野別では行政一般関係が 12 件、都市計画・開発関係が 10 件となっています。また、実施機関別では町長部局 19 件、教育委
　　　 員会 3 件となっています。
　（３）月平均の請求件数は 1.83 件です。

表１　情報公開請求の処理件数内訳

公開請求 不服申立公　 開 一部公開 非公開 不存在 取り下げ
22 9 6 6 1 0 1

Ⅱ．個人情報保護制度の運用状況
　（１）自己情報に関する請求は４件で内訳は表２のとおりです。
　（２）個人情報取扱業務の届出は 2 件です。
　（３）個人情報の目的外利用等の届出は 29 件で、その内訳はすべて外部提供となっています。

表２　個人情報（開示・訂正・削除・中止）の請求件数等の内訳

開示請求 訂正請求 削除請求 中止請求 不服申立開　 示 一部開示 不開示 不存在 取り下げ
4 3 0 0 1 0 0 0 0 0

　　　　※１つの請求書で複数の文書の請求があり、かつ処分内容が複数におよぶ場合は、件数を複数に数えています。

お問い合わせ　総務部総務課　☎ 945-5011


